
（１９）【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）

（４５）【発行日】平成２９年１２月１８日（２０１７．１２．１８）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）

（１１）【登録番号】意匠登録第１５９３４９２号（Ｄ１５９３４９２）

（２４）【登録日】平成２９年１１月２４日（２０１７．１１．２４）

（５４）【意匠に係る物品】携帯情報端末機

【本意匠の意匠登録番号】意匠登録第１５９３３８１号（Ｄ１５９３３８１）

（５２）【意匠分類】Ｈ７－７２５

（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１１）Ｃｌ．１４－０２

【Ｄターム】Ｈ７－７２５ＡＡ、Ｈ７－７２５Ｇ

（２１）【出願番号】意願２０１７－１１８５７（Ｄ２０１７－１１８５７）

（２２）【出願日】平成２９年６月１日（２０１７．６．１）

（７２）【創作者】

【氏名】小西　祐介

【住所又は居所】大阪府堺市堺区匠町１番地　シャープ株式会社内

（７３）【意匠権者】

【識別番号】０００００５０４９

【氏名又は名称】シャープ株式会社

【氏名又は名称原語表記】ＳＨＡＲＰ　ＫＡＢＵＳＨＩＫＩ　ＫＡＩＳＨＡ

【住所又は居所】大阪府堺市堺区匠町１番地

（７４）【代理人】

【識別番号】１００１６０７８３

【弁理士】

【氏名又は名称】堅田　裕之

【審査官】木村　智加　　

（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、本体の一部を分離して使用することが可能な携帯情報端末機であ

る。表示状態例を示した第１参考図に示すように、本体が一体のままで本体正面の全面を表示領域とすることが

出来る。また、表示状態例を示した第２参考図に示すように、本体を２つに分離させ、夫々独立して操作・表示

したり、一方をコントロールパッドとして使用することも可能である。接面に設けたマグネットにより、本体が

一体となった状態で使用することが出来る。

（５５）【意匠の説明】各図の表面部に表された濃淡は、いずれも立体表面の形状を特定するためのものである

。

【図面】

【斜視図】



(2) 意匠登録１５９３４９２

【分離した状態を示した斜視図】

【正面図】



(3) 意匠登録１５９３４９２

【背面図】

【平面図】



(4) 意匠登録１５９３４９２

【底面図】

【右側面図】



(5) 意匠登録１５９３４９２

【左側面図】

【表示状態例を示した第１参考図】



(6) 意匠登録１５９３４９２

【表示状態例を示した第２参考図】

（５６）【参考文献】意登１５７３７７３　大韓民国意匠商標公報、１３－０４号、（２０１３－２－７）、３

０－０６７９８１８、（特許庁意匠課公知資料番号ＨＨ２５４０６８３７）


